
近江国府跡調査の
270. 

、h とその景観

はじめに

戦後、全国各地で高度成長の名の基に開発に伴う発

揚調査が実施され、多くの資料がもたらされた。

国府あるいは、臨庁に関する資料もその一つである。

筆者も、かつて近江菌府像すなわち国府の景観につ

いて若干の報告を行ったことがある。それ以後、さら

に発掘調査による資料が増加した。そこで、過去の報

告に、その調査後の結果を加えた近江国府研究の現状

をみると共にそこから導き出された現時点における爵

府像についてみてみたい。

調査の経過と成果

近江国府についての研究は古く、米倉二郎による研
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昌 一
続認されている

遺跡

破線は推定国府

究に始まる。彼は、昭和10年に歴史地理学的な方法か

ら方八町の国府域を復元した。この研究を出発点とし、

さらにその後の考古学的な発掘調査の成果によって研

究が進められてきた。

発掘調査は、今日までかなりの地点で実施された。

その主な調査の位置と結果は以下の通りである。

考古学的鵠査結果から(筆者は、層府の範囲を従来か

ら言われてきた方八或いは九町の範囲に限定して考え

てはいない。ここでは、その範囲について便宜的に「推

と呼んで、おきたい。)

瀬田廃寺跡① 瀬田丘陵から建部大社が鎮座する地

点の南郷に延びる丘設の東端付近に位寵する。古くか

ら塔跡と考えられた礎石が確認されていたが、礎石の

北側を名神高速道路が通過することから昭和34年に調

査が実施された。金堂、塔が南北に配置され、しかも

国| 近江国庁関連の遺跡(実線は標高 100mラインと 100m以下の独立丘按)
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両堂宇の基壇とも瓦積み基壇で、それらを詔むように

回廊、僧房などがあったことが確認されている。講堂

跡については確認されていないが、四天王寺式の伽藍

配置をとっていた寺院跡と考えられる。なお、遺跡に

接して西側に位置する野畑遺跡(後述する)から「国

分僧寺J銘の墨書土器が出土していることから、信楽

から大津に移された際の前期近江国分寺とも考えられ

る。なお、出土した瓦から、 8~9 世紀墳に営まれて

いたことが確認されている。

三大寺遺跡② 県営住宅建設に際して、昭和35年に

実施された調査で近江国府の考古学的な発掘調査の端

緒となった。この調査は県営住宅建設に際し、ブルド

ーザーによる整地工事が始まったなかで行われた。僅

か2日間であったが柱の根固めから 2棟の建物が検出

され、うち 1棟は桁行が3.0mの等間で 7間以上、梁間

10.2mの長大な建物であった。また、この建物は火災

に遭っていたことも確認されている。調査者は、従来

この地の「玉大寺Jという地名から寺院存在の見解が

主流を占めた中、この地に官街(国庁)の存在を示す

先見的な見解を提示した。

近江国庁跡③ 昭和38年度の発掘調査によって米倉

二郎が推定した推定国府域の中央南辺近くの中門跡推

定地から西及び南北に走る築地跡、埠溝、基壇が検出

され、翌年、昭和39年度にその北側の水田と畑地を調

査した結果、ここに、後に全国の毘庁調査の範となっ

た近江国庁跡があったことかが明らかにされた。すな

わち、国庁は瓦積み基壇を有する正殿とその背後に後

殿があり、その両側には北辺を正殿(前殿)の北辺に

合わせた東西の脇殿を配し、各建物を廊で結んだ構造

であった。さらに、国庁は、築地と溝に閉まれて区画

されていたことや中門が推定国府の 1町毎の方格線の

東西線上にのらないことも明らかにされた。この国庁

はその創建を 8世紀中頃におき、少なくとも10也-紀ま

では存続していたことが考えられている。

遺跡は、昭和47年に国の史跡に指定され、その環境

整備のための事前調査が昭和52年から 4か年計画で実

施された。それにより国庁の西北部に奈良時代まで遡

るとみられる鍛治炉、 11世紀以降とみられる東西25m

以上の回廊状遺構や棚跡が検出された。

堂ノ上遺跡、④建部大社の西南の独立丘陵上に位霞

する。遺跡の商には唐橋から西に延びる古道(後述す

る)と不動道の交差点がある。昭和48年と51、52年に

調査が行われ、礎石瓦葺建物とそれを取り囲む築地塀

が検出された。建物は後に掘立柱建物に建て替えられ

ており、「承知十一年六月jが陽刻された瓦が出土した

ことから、建物の存在時期の一点が押さえられ、 8世

紀末""'9世紀に成立し10世紀前半頃に廃絶したと考え

られている。この遺跡は国庁に関係した官街あるいは、

検出した掘立柱建物の構造の特異さや交通の要衝に位

置することから古代の釈制「勢多駅家jの可能性が推

定されている。

野畑遺跡⑤ 堂ノ上遺跡、の南に、瀬田廃寺とは東を

接する位置、つまり、瀬田丘陵が瀬田川に向かつて東

西に延びる丘陵とその東の谷底の低地を含む位置に営

まれた遺跡である。昭和56年、 58年、 59年、 62年に調

査が実施されている。調査によると大別して古墳時代

前期と奈良時代から平安時代前期の二時期の遺構に分

けられる。このうち後者は遺跡の全域から掘立柱建物、

井戸、瓦窯などが確認されている。検出された各遺構

からは様々な遺物が出土したが、特に井戸からは木沓

や斉串などの木製品が出土した。

八斗釜遺跡⑥ 昭和58年に調査が実施された。推定

国府域の中央部で西辺に接した谷底低地とその縁辺部

に位置する。調査地点の大部分が谷底にあたり、明確

な遺構の検出はなかったが、僅かに、谷の縁辺斜罰に

ピット群と礎石建物の一部を多少検出したが、調査区

の制約からどのような建物に成るのかは不明である。

遺物としては、瓦片と平安時代から鎌倉時代頃の土器

片が出土した。

推定国府東方遺跡、⑦ 干部新池に西を接している。

幅2.7m、深さ55cm以上を計る南北に延びる溝が検出さ

れ、溝内から摩滅した奈良時代から平安時代の瓦片が

出土した。この遺跡は、後述する地蔵山遺跡、とは一体

となるものとみられる。

地蔵山遺跡③ 遺跡は、谷底低地から旧期段丘下位

面が形成する丘陵にかけて拡がるが、推定国府東方遺

跡に北西を接している。昭和58年に丘陵上で近世の畝

状遺構が検出された。この遺構とは直接結びつかない

が、縄自叩きの平瓦片が小量出土している。

西ノ宮遺跡、⑨ 推定国府の北辺中央に接し、その内

側を屈曲して、北に延びる道の局辺に広がる。昭和60

年に調査され平安時代から室町時代までの掘立柱建物、

井戸などが検出された。

東光寺遺跡⑩ 推定国府の北辺中央から北へ500m

に位置する。当遺跡は、古くは、栗太郡街跡とも言わ

れていた遺跡でトある。昭和58年に調査が実施され上下

2層の遺構面が検出されている。下層では建物の方位

が磁北で 3問x3簡の総柱の高床式倉庫、人工関離の

溝、井戸などが検出され、須恵器、瓦、海獣葡萄鏡が

出土し、 7世紀から 8世紀に比定されている。また、

上層ではN-9 ""'15-Eの6間x8間と 3間x3聞の

総柱の掘立柱建物が検出され、柱穴の一つから呪符木

簡が出土し、 11世紀頃と考えられている。

管池遺跡⑪ 遺跡は、標高約95~100mのレベルで推

定国府の北西部を中心に広がる。昭和57年に調査が実

施され、 11~13世紀噴の掘立柱建物が多数検出されて
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いるが、その主軸の方位は種々様々で同時代の建物が

雑然と配置されている。このことから宮街とは考えに

くいが、出土遺物に緑粕陶器、灰紬陶器、輪入陶磁器

が多数含まれており、一殻の地方の農村集落とも考え

にくい遺跡である。昭和52年にも調査が実施されてお

り、その際にも、 11"-'13世紀頃の掘立柱建物を主体と

した建物群が検出されている。この時の調査では標高

100m以上の地点まで調査が実施され、僅かではあるが

8世紀頃と考えられる建物も確認されている。 8世紀

の建物が検出された位置は遺跡の中でも標高100m以

上の地点であった。また、平成 7年の調査の際には、

l辺が 1m以上の塘方の柱跡が2本分検出されたが、

調査面積の制約から遺構の性格までは明らかにされて

いない。堀方から 8世紀頃の須恵器が出土している。

惣山遺跡、⑫ 近江田庁跡から南商に約500m付近に位

置する。古くから吉瓦の出土が克られたことから、国

府に関係した寺院(神谷廃寺跡)として周知され、

時期の国分尼寺跡とも考えられていた。前述したよう

に昭和52年から実施された近江国庁の環境整備のため

の調査が実施された際に、出府屑辺の遺構の遺存状況

の確認のため、これとは別に大津南部地域の緊急調査

の一環として同時に調査が実施され、土翠状の高まり

と南北の平行する 2条の溝に挟まれた梁関 4関、桁行

2間以上の礎石建物の一部が検出された。その際には

遺構の性格を明らかにできなかったが、 20年後の平成

8年から 9年にかけて実施した調査でこの建物跡も含

め、すべてが梁関 4関×和行 7間の間企画の倉庫跡と

考えられる瓦葺で臣大な礎石の総柱建物が12棟一直線

に並ぶ状況が検出された。遺跡範囲確認調査も実施さ

れたが、一列のみで、この倉!車群を沼繰する施設も検

出できなかった。出土遺物から 8世紀に創建され10世

図 2 惣山遺跡建物路間

唐橋遺跡⑬ 瀬田川波探工事に伴い川の中で謂査が

実施された。現在、架かる瀬田騎橋から下流に約80m

に位置し、瀬田川東岸から 8mのJIIの中で水面下3.5m

のJlI践に橋脚の基礎構造物が見つけられた。さらに、

この遺構から15m西にも、もう一つの橋脚構造物が見

つかっている。遺構の概略は、 JII底を東西約 9m、南

北約15mの範屈で整地し大小の木材で橋脚の基礎を築

き、その上に大量の山石が積まれていた。この基礎構

造中から無文銀銭や和同開郊をはじめとした皇朝十二

銭や奈良@平安時代の土器などが出土している。

この他にも国庁の周辺』こは、出庁と同氾の瓦が出土

したり、土壇状の遺構が確認されている中路遺跡・青

江遺跡があるが調査が実施されていなかったり、僅か

しか調査されていないため詳細については不明である

が、国庁と関連した遺跡、である事はまちがいない。

歴史地理学的珊究の成果

米倉二郎の研究 歴史地理学的な研究方法を用い、

かつ、近江田府研究の先鞭を成したのは先述した如く

米倉二郎である。氏は、昭和10年に「近江田府の位霞

について」と題する小論の中で和名類緊抄、拾芥抄が

共に「国府在栗本郡」と記すこと。周防悶府や胆沢城

の条盟や外郭施設が方八開のプランを呈しているとい

った当時の調査が示す成果及び栗太郡の中でこの瀬田

の地に残る条里だけが栗太郡の条里方位と異なり、瀬

田川を挟んだ、滋費郡のそれと共通することから国府周

辺の条塁成立を悶府成立以後のものと考え、同じよう

な状況が存在する間訪問府用辺の地形と比較すること

で極めて興味深い共通点が認められることを指摘した。

すなわち、近江国府については東海道が周防留府につ

いては山陽道がどちらも四町程度の間痛で屈出してい

ること。思府の外郭に河川或いは土塁が残りかつ、四

i鵠に神社或いは小綿が配され神地がみられることから

この神地に囲まれた範囲を国府と推定した。さらに、

国庁の位置を国庁を意味する遺名、遺構らしきものは

残っていないものの、推定地のほぽ中央に f真米jの

字名が残り、これが「馬箆jから転詑したもので駅家

に基づくものであるとし、真米と推定国府北辺から南

へ一国I付-近に方二町ほどの範囲で摺庁の位置を考えた。

また、天延 (976)四年に起こった地震により、扶桑略

記に記された「国府庁雑屋三十余宇顛倒jの記事から、

これ以降毘庁等の諸官街が再建されることなく、ただ、

勢多の駅家に国可舘が併置されるにすぎなかったので

はということも提示した。

藤岡謙ニ郎の研究氏は、駅の位寵については疑問

視しつつ、米倉氏とほぽ同様な説を述べながらも

氏の言う方八町の範囲は、方九町となることを指摘し、

そのことをふまえ、国府域は方八田了の方が適当である

という考えを示している。

足利健亮の研究氏は、米倉氏のいう近世の東海道

がそのまま吉代の官道になったという考えに立ち、現

在の窟-橋のある地点に瀬田JIIの渡河点、を考えると「江

家次第j記載の記事内容から、その道は、現在の石山

国分の地にあったと考えられている国分寺の北側を通

ることとなり、寺院の伽震が通常考えられているもの

とは逆の位震となるが、古代勢多橋の橋脚遺構が下流
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約80mで発見されたことから、国分寺の南を通り勢多

古橋を渡り古代官道が通ることを指摘した。また、瀬

田川を渡河した道は車線的に延び、堂ノ上遺跡、の乗る

丘陵の南に接して、東進し、その痕跡が、小径として

残るが、この道が古代の宮道であり、さらに、直線的

に東進し、間庁の南にまで達することを指播した。

文献に現われた国府像

近江国府に関する資料は、それ程多くは残っていな

い。しかし、同庁自体の施設内容について、示唆する資

料については大量にある。文献に現れた近江菌府像に

ついて代表的なものは以下の資料である。 I

「延喜式Jく神祇斎宮式頓宮条〉凡頓宮者。近江園

府。甲賀。垂水。伊勢盟鈴鹿。壱志。総五所。

「扶桑略記Jく天延四年六月十八日条〉文、近江圏分

寺大門倒。二王悉挫損。圏府庁並雑屋刑余宇顛倒。・…

この他にも「雅実公記Jr中右記Jr山塊記Jr民経記J
f和名抄Jがある。

また、近江田と根定しないが国府の宮舎の資料とし

て以下のようなものをあげることができる。

「朝野群載J……著館日所々雑人等。申ニ見参一事0

・…・・所調。税所。大様所。朝集所。健児所。国禁所等也。其{義政所之卒

書生書。

一、揮ニ吉日-可レ度二雑公文一由。牒二一送前可一事。

…..及雑官舎。……次勘ニ官舎一。神社。学校。子L子船主。弁祭

器。国J"f院。共郡庫続。駅館。厨家。及諸'lifl院。別院。訳家。例f象。底分二寺堂

塔。経論等。・

「新猿楽記j……これをもて庁の凡百代、もしくは

済所・安主・健児所・検非違所・田所・出納所・調所・

細工所・修理等もしくは御厩・小舎人所・膳所・政所

の或いは目代-

以上の記事から国庁或いはその周辺にはかなりの数

の官舎が存在したことが伺える。

まとめ

ここで国庁を中心とした瀬田地区の地形を見てみる

と(図 1参照)南東に位置する瀬田丘陵から北西方向

の琵琶湖岸或いは瀬田川に向かつて小丘陵がのびてお

り、その頂上部に沿って僅かな平坦面が形成されてい

る。そこで標高100mのラインを結んでみると三大寺を

中心とした部分に比較的広い平坦面が晃られる。また、

100mラインよりも高い位置にあっても、両側が段丘で

谷底を形成していたり、標高100m以下でも周辺より高

く独立丘陵となっていたりして、全体的に凹凸の激し

い地形をなしている。

この中で国庁跡は、最も広い平坦地を有する丘陵上

にある。また、奈良時代から平安時代前期と見られる

時期の遺跡が標高100mより高い位置或いは独立丘陵

の高所に所在するが、近江国庁については、国庁関連

の具体的な施設の様子や具体的な数を示す資料はほと
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んど残っていない。しかし、扶桑略記く天延四年六月十

八日条〉から、少なくとも宮街が三十余宇があったこと

が判る。前記の文献から、国庁或いは周辺状況(国府)

や官街の数についておおよその推定ができる。そこで、

現在確認されている遺跡の分布状況及び地形的な状況

からみて、各遺跡の調査問積はほとんどが隈定されて

いるが、現在までのところ、国庁以外は回繰施設を確

認できていない。このことから、短絡的な結論となる

が、近江国府の実体は、周辺の農村集落に見られない

惣山遺跡で、検出された様な巨大な建物で周辺に視覚

的な威圧を与える官街の集合体ではなかろうか。しか

も、官街は周辺より高所の高燥な地に分散的に配置さ

れ、それらは直線的な道で結ぼれていたと考えられる。

図3 近江国庁遺跡と惣山遺跡の周辺

ただ、推定国府の四隅の神社の配置及び南西コーナ

ーの丘陵部の切り通しによる人工流路の整備が、 10世

紀以前の律令政治体制下での実施と見る見解もある。

しかし、この問題については人工流路に接して鎮座す

る建部大社の成立と係わりがあるものと考えられる。

すなわち、総社・一宮の成立は、国司の性格が変化す

る11世紀以降に考えられる向きもあるが、いまのとこ

ろ、筆者としては建部大社の成立及び、現在地への鎮座

の時期について、明確な回答を有していない。問題の

河川の流路は、当初、現在の建部大社の南にあったよ

うである。そこで、その神威の高揚のため、あるいは、

神威の高揚により、流路を迂回させるだけの財力が蓄

積されたことで、神域拡大の必要から、流路変更の実

施が可能になったとも考えられる。

このことからも、当初の国府(官街の集中した地域)

は、少なくとも古道と地形に制約された従来の農村景

観とは異なったものであったと言えるのではなかろう

か。その後、社会体制の変容に伴い、国府像も必然的

に変化していったと考えられる。このことについての

詳細については別稿に委ねることとしたい。

(須崎雪博)
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